
議第１１９号 

高島市水道事業給水条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和４年１１月２９日 

高島市長 福 井 正 明 

                                   

 

高島市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

高島市水道事業給水条例（平成１７年高島市条例第２７２号）の一部を次

のように改正する。 

第２７条の表を次のように改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行うメーターの検針により

算定する使用水量に係る料金から適用し、同日前において算定する使用水

量に係る料金については、なお従前の例による。 

基本料金 
超過料金（１m３につき） 

給水管の呼び径 基本水量 金額 

１３ミリメートル １０m３まで １，５４０円 １０㎥を超え１００㎥まで  １２１円 

１００㎥を超え２００㎥まで １５４円 

２００㎥を超え５００㎥まで １７６円 

５００㎥を超えるもの    １９８円 

 

２０ミリメートル １，６５０円 

２５ミリメートル ２，８６０円 

３０ミリメートル ４，４００円 

４０ミリメートル ８，１４０円 

５０ミリメートル １２，６５０円 

７５ミリメートル ３０，８００円 

１００ミリメートル ５６，６５０円 


